
魚津市告示第 48号  

 

魚津市会計年度任用職員の時差出勤に関する実施要綱の一部改

正について  

魚津市会計年度任用職員の時差出勤に関する実施要綱（令和５年魚津市告

示第 17号）の一部を次のように改正する。  

 

令和６年３月 25日  

 

魚津市長   村椿  晃    



改正後 改正前 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（時差出勤勤務の区分） 

第３条 時差出勤勤務をする会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、次の

とおりとする。 

【別記】 

（時差出勤勤務の区分） 

第３条 時差出勤勤務をする会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、次の

とおりとする。 

【別記】 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

 



【別記】                                                           

    改正案 

区分 勤務時間 休憩時間 

区分１ 午前７時から午後３時45分まで 

正午から午後１時まで 
区分２ 午前８時から午後４時45分まで 

区分３ 午前９時から午後５時45分まで 

区分４ 午前10時から午後６時45分まで 

区分５ 午前11時15分から午後８時まで 

午後４時から 

午後５時まで 

区分６ 午前11時45分から午後８時30分まで 

区分７ 午後０時15分から午後９時まで 

区分８ 午後０時45分から午後９時30分まで 

 

 

 

                                                           現 行 

区分 勤務時間 休憩時間 

区分１ 午前７時から午後３時45分まで 

正午から午後１時まで 

区分２ 午前８時から午後４時45分まで 

区分３ 午前９時から午後５時45分まで 

区分４ 午前10時から午後６時45分まで 

区分５ 午前11時から午後７時45分まで 

区分６ 午後０時30分から午後９時15分まで 午後５時15分から 

午後６時15分まで 
区分７ 午後１時から午後９時45分まで 

 



附  則  

この告示は、令和６年４月１日から施行する。  


